
富士見市介護保険条例（平成１２年条例第６号）新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 介護認定審査会（第２条―第９条） 第２章 介護認定審査会（第２条―第９条） 

第３章 保険料（第１０条―第１７条） 第３章 保険料（第１０条―第１７条） 

第４章 個人情報（第１８条―第２０条） 第４章 個人情報（第１８条―第２０条） 

第５章 雑則（第２１条）  

第６章 罰則（第２２条・第２３条） 第５章 罰則（第２１条・第２２条） 

附則 附則 

（委員の任期） （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ （略） ２ （略） 

 

第９条 削除 

（委任） 

第９条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則

で定める。 

（保険料率及び確定保険料） （保険料率及び確定保険料） 

第１０条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における法第１

２９条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」と

いう。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ

第１０条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における法第１

２９条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」と

いう。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ



当該各号に定める額とする。 当該各号に定める額とする。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９７，６５３円 （８） 次のいずれかに該当する者 ９７，６５３円 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ第１０号イ  、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

（９）～（１３） （略） （９）～（１３） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場

合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場

合） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除

く。）、口若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、

第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月

の前月まで月割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の

額と当該該当するに至った日の属する月から同項第１号から        

    第９号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び（１）に係る者を除

く。）、口若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、

第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月

の前月まで月割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の

額と当該該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第１号

から第９号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した



保険料の額の合計額とする。 保険料の額の合計額とする。 

（延滞金） （延滞金） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定により延滞金額を計算する場合において、当該納付金

額が２，０００円未満であるときはその全額を、当該納付金額が２，

０００円以上で、１，０００円未満の端数があるときはその端数金額

を切り捨てる。 

３ 前２項の          延滞金額を計算する場合において、当該納付金

額が２，０００円未満であるときはその全額を、当該納付金額が２，

０００円以上で、１，０００円未満の端数があるときはその端数金額

を切り捨てる。 

４ 前３項の規定により計算した延滞金額が１，０００円未満であると

きはその全額を、当該延滞金額が１，０００円以上で、１００円未満

の端数があるときはその端数金額を切り捨てたものを当該延滞金額の

確定金額とする。 

４ 前３項      により計算した延滞金額が１，０００円未満であると

きはその全額を、当該延滞金額が１，０００円以上で、１００円未満

の端数があるときはその端数金額を切り捨てたものを当該延滞金額の

確定金額とする。 

（保険料の徴収猶予） （保険料の徴収猶予） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付

すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認め

る場合においては、納付義務者        の申請により、その納付する

ことができないと認められる金額を限度として、６月以内の期間を限

って徴収猶予することができる。 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付

すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認め

る場合においては、保険料の納付義務者の申請により、その納付する

ことができないと認められる金額を限度として、６月以内の期間を限

って徴収猶予することができる。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（保険料に関する申告） （保険料に関する申告） 

第１７条 第１号被保険者は、毎年度４月１５日まで（保険料の賦課期

日後に第１号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日

から１５日以内）に、当該第１号被保険者の所得状況並びに当該第１

第１７条 第１号被保険者は、毎年度４月１５日まで（保険料の賦課期

日後に第１号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日

から１５日以内）に、当該第１号被保険者の所得状況並びに当該第１



号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員（以下「全世帯員」とい

う。）の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載

した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第１号被

保険者及び全世帯員の前年中の所得につき地方税法第３１７条の２第

１項の申告書（当該第１号被保険者及び全世帯員が同項             

       に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者である場合には、同法第３１７条の６第１

項又は第３項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書）が市長に

提出されている場合においては、この限りでない。 

号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員（以下「全世帯員」とい

う。）の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載

した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第１号被

保険者及び全世帯員の前年中の所得につき地方税法第３１７条の２第

１項の申告書（当該第１号被保険者及び全世帯員が同法第３１７条の

２第１項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者である場合には、同法第３１７条の６第１

項又は第３項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書）が市長に

提出されている場合においては、この限りでない。 

第５章 雑則 

（委任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。 

 

第６章 罰則 第５章 罰則 

第２２条 （略） 第２１条 （略） 

第２３条 （略） 第２２条 （略） 

附 則 附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

第７条 当分の間、第１４条第１項に規定する延滞金の年１４．６パー

セントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわ

らず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以

第７条 当分の間、第１４条      に規定する延滞金の年１４．６パー

セントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同条の規定にかかわ

らず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以



下この条において「特例基準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年にお

ける特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

下この条において「特例基準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年にお

ける特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

（平成２９年度における保険料率の特例） 

第９条 平成２９年度における保険料率は、第１０条第１項及び第２項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 令附則第２０条第１項第１号に掲げる者 ２９，５９２円 

（２） 令附則第２０条第１項第２号に掲げる者 ４１，４２８円 

（３） 令附則第２０条第１項第３号に掲げる者 ４４，３８８円 

（４） 令附則第２０条第１項第４号に掲げる者 ５３，２６５円 

（５） 令附則第２０条第１項第５号に掲げる者 ５９，１８４円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ６５，６９４円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号） 第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令附則第１９条第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）が１２５万円未

満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

 



による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第

８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する

者を除く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ７６，９３９円 

ア 合計所得金額が２００万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９７，６５３円 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第

１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １００，６１２円 

ア 合計所得金額が４００万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第

１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 



（１０）次のいずれかに該当する者 １１２，４４９円 

ア 合計所得金額が６００万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は

第１２号イに該当する者を除く。） 

（１１）次のいずれかに該当する者 １１８，３６８円 

ア 合計所得金額が８００万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに

該当する者を除く。） 

（１２）次のいずれかに該当する者 １２４，２８６円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満の者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令附

則第２０条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者

を除く。） 

（１３）前各号のいずれにも該当しない者 １３０，２０４円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成２９年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、 

２６，６３２円とする。 



附 則 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


